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第
六
条
の
四
を
第
六
条
の
六
と
し
、
第
六
条
の
三
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
登
録
の
順
序
）

第
六
条
の
四

申
請
に
よ
る
登
録
は
、
受
付
の
順
序
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

職
権
に
よ
る
登
録
は
、
登
録
の
原
因
が
発
生
し
た
順
序
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
意
匠
権

の
設
定
の
登
録
（
意
匠
法
第
六
十
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
国
際
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
も
の
を
除
く
。）

は
、
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
分
の
登
録
料
の
納
付
が
あ
つ
た
順
序
に
従
つ
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
登
録
簿
の
更
正
の
公
表
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
る
更
正
）

第
六
条
の
五

特
許
庁
長
官
は
、
登
録
を
完
了
し
た
後
、
そ
の
登
録
の
基
礎
と
し
た
国
際
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
た
事

項
に
係
る
更
正
の
公
表
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
登
録
を
更
正
し
、
か
つ
、そ
の
旨
を
登
録
権
利
者
、

登
録
義
務
者
及
び
登
録
上
の
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
登
録
が
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
登
録
令
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
債
権
者
に
も
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
通
知
は
、
登
録
権
利
者
、
登
録
義
務
者
、
登
録
上
の
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
又
は
債
権
者
が
二

人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
一
人
に
対
し
て
す
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

第
七
条
中
「
、
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
及
び
「
、
同
令
第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
特
許
法
第
百
七
条

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
」
を
削
る
。

（
弁
理
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

弁
理
士
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
八
号
中
「
国
際
登
録
出
願
」
を
「
意
匠
に
係
る
国
際
登
録
出
願
又
は
商
標
に
係
る
国
際
登
録
出

願
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
意
匠
の
国
際
登
録
に
関
す
る
ハ
ー
グ
協
定
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生

ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

経
済
産
業
大
臣

宮
沢

洋
一

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
十
八
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項

及
び
第
三
項
、
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
間
貯
蔵
を
行
う
た
め
に
必
要
な
施
設
に
お
い
て
廃
棄
物
を
保
管
す
る
場
合
に
お
け
る
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬

の
基
準
の
特
例
）

第
五
条

中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

中
間
貯
蔵
を
行
う
た
め
に
必
要
な
施
設
で
あ
つ
て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
に
お
い
て
廃
棄
物
を
保
管
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
第
一
号
チ
、
第
四
条
の
二
第
一
号
チ
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ホ
（
第
三
条
第
一

号
チ
の
規
定
の
例
に
よ
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
六
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

環
境
大
臣

望
月

義
夫

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

（
意
匠
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

意
匠
登
録
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
六
十
一
条
第
一
項
各
号
」
の
下
に「（
同
法
第
六
十
条
の
十
九
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
（
意
匠
法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た

意
匠
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
関
す
る
登
録
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た

意
匠
権
に
係
る
国
際
登
録
簿
（
同
法
第
六
十
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
国
際
登
録
簿
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に

登
録
さ
れ
た
事
項
（
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
の
移
転
又
は
消
滅
（
存
続
期
間
の
満
了
に
よ
る
も
の
を
除

く
。）に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
六
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
す
る
。

第
一
条
の
三
第
一
号
中
「
登
録
の
原
因
の
無
効
又
は
取
消
し
に
よ
る
登
録
」
を
「
登
録
又
は
国
際
登
録
（
意
匠
法

第
六
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
登
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
原
因
の
無
効
又
は
取
消
し
に
よ
る
登
録
又

は
国
際
登
録
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
登
録
」
の
下
に
「
又
は
国
際
登
録
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
第
一
条
各
号
」
を
「
第
一
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
と
き
」
の
下
に「（
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
に
あ
つ
て
は
、
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠

権
の
消
滅
の
登
録
を
し
た
と
き
、
又
は
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
に
係
る
国
際
登
録
が
消
滅
し
た
と
き
の
い

ず
れ
か
早
い
と
き
）」を
加
え
る
。

第
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
に
係
る
国
際
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
た
事
項

第
六
条
の
五
第
三
項
中
「
、
登
録
」
及
び
「
よ
り
登
録
」
の
下
に
「
又
は
国
際
登
録
」
を
加
え
、
同
条
を
第
六
条

の
七
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
に
係
る
信
託
の
登
録
の
申
請
の
特
例
）

第
六
条
の
八

国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
に
係
る
信
託
の
登
録
の
申
請
は
、
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠

権
に
係
る
国
際
登
録
の
所
有
権
の
変
更
（
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
十
六
条

に
規
定
す
る
国
際
登
録
の
所
有

権
の
変
更
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
国
際
登
録
簿
へ
の
登
録
の
申
請
と
同
時
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
六
条
の
九

信
託
財
産
に
属
す
る
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
が
移
転
に
よ
り
信
託
財
産
に
属
さ
な
い
こ
と

と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
す
べ
き
信
託
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
は
、
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
に
係
る
国

際
登
録
の
所
有
権
の
変
更
の
国
際
登
録
簿
へ
の
登
録
の
申
請
と
同
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
に
係
る
受
託
者
の
変
更
）

第
六
条
の
十

国
際
登
録
を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
に
係
る
受
託
者
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
国
際
登
録
を

基
礎
と
し
た
意
匠
権
に
係
る
受
託
者
の
変
更
の
意
匠
信
託
原
簿
へ
の
登
録
を
申
請
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
そ
の

変
更
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
八
十
六
条
第
四
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
す
べ

き
変
更
の
登
録
に
準
用
す
る
。
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